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1

経済論叢(京 都大学)第163巻 第4号,1999年4月

値引販売慣行の改革方向(1)
一 自動 車 フ ラ ンチ ャイ ズ ・シス テ ム の制 度 疲 労一

塩 地 洋

は じ め に

自動車販売において値引慣行が常態化 していることは周知の事実である。だ

が,こ うした慣行に多 くの問題が伏在することはそれほど明白ではない。前

編1,では,値 引販売慣行 とそれに関わる取引様式の問題点の整理を試みた。そ

の構成は以下の通 りである。

[前編 の構成]

は じ め に

[1]値 引販売慣行 とは

(1}値 引販売の実 態

〔2}複 数の価格(表 示)の 存在

〔3}値 引販売 とは何か

(4}問 題 領域の.設定

[2]現 在の問題 点

(1)価 格表示の乖 離(不 当性 と不便性)

② 実売価格の差(不 公平 と不公正)

(3)極 端な過剰値 引事例流布 による市場価格水準の引 き下げ

㈲t11況 変動 リス ク負担 の不公gド性

⑤ リベー ト投.入決定 の一方性 と事後性

(6)顧 客 ・デ ィー ラー問交渉 費用 の増 大

.

}.
1〕 塩地洋 「値引販売横行 を検証 する一 自動 車 フランチ ャイズ ・システムの制 度疲 労一 」『産業学

会研 究年制 第14号,1999年.な お本稿 は,前 編 と同様に,日 本 自動 車流 通研 究会 「自動車販売

にお ける値引 き,価 格表示是正 問題 につ いて の分析 と提言」1995年,に 依 拠 している。
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本 稿 は,前 編 で の 問 題 点 の 整 理 を 踏 ま え て,値 引 販 売 問 題 の 改 革 の 方 向 性 を

具 体 的 に 探 る こ と を 課 題 と して い る 。 そ の 構 成 は 以 下 の 通 りで あ る 。

[本稿 の構 成]

は じめ に

工 改 革 り方 向 と.その 翻Z価

II一 プ ン ・プ ラ.イス制 〔メー カ ー)

2年 間販 売 目標 の 過 大 設 定 の適 正 化(メ ー カ 晶〉.

3ワ ンプ ラ イス 制(デ ィー ラ ー)

4卸 売 価 格 の 交 渉 マ ター 化 〔メー カー ・デ.イー ラ ー>

5メ ー カー 希 望.小売 価 格 の 市 況へ の連 動1:メ ー カ ー)(以 上 本号)

H改 革 方 向 の 歴 史 的 お よ び理 論 的検 討1以 ド第163巻 第5・6号)

1取 引 類 型 上 の 位 置

2製 版 統.含論 へ の 論 点提 起

3情 報 の 対 称 ・非対 称性

補論 値 引 販 売 方 式 と イ ン.ター ネ ッ ト販売

.1イ ン ター ネ ッ ト蚊 売 普 及 の1章害 値 引 販 売 方式

2..ベ ン ター ネ γ 卜販売 が値 引 販売 力.式にあ た え る影 響

3ハ:プ ル女稚い とハ ク.ラー

1改 革の方向とその評価

1オー ブン ・プラ イス制(メー カー)

改 革 方 向 の 第 ・は,メ … ヵ一 が オ ー・プ ン ・プ ラ イス制 を採 用す る こ とで あ る。

オー ブ ン ・.ア.ラデス制 とは,メ ー カ ーが,メ ー カー 希望 小売 価 格 を表 示 しない.

方 法 で あ る,メ ー カー 希 望 小 売 価 格 が 表 示 さ れ な い た め,当 然 の 結 果 と して

.ズ一 方ー 希 望 小 売 価格 の突 発 価 格(実 際 に 自動 車 デ ィー ラーが 顧 客 に対 して 販

売 し.た価 格:〕か らの乖 離 は な くな る。 従 って 自在稿 で指 摘 し.た第一 の問 題 点 で あ

る 「11.価格 表 示 の 乖 離 「不 当 性 と不 便 性)」 の 申で,メ ー カ ー希 望小 売価 格 の

突 先 価 格 か ら の乖 離 に よ る 不 当 表 示 問 題 は 消 滅 す る。 た だ しそ れ は あ くま で

メー カー.希望小 売 価 格 の乖 離 に よ る不 当表 示 問題 に 限 られ る。 デ ィー ラー が 店

頭 等 で表 示 す る店 頭 表 示価 格 の 実 売 価 格か らの乖 離 に よ る不 当表 示 問 題 は,な
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佐引販売慣行の改革方向(1)(369)3

お も解 消 され な い 。 デ ィー ラー が,店 頭 等 で 表 示 す る価 格 を現在 の よ うに 実際

の相 場 か らか け離 れ た,値 引 の余 地 を最 初 か ら 含 んだ 高 い 価 格 に設 定 して い る

限 り,不 当表 示 問題 は残 って い る。す なわ ち,デ ィー ラー が実 弟 価 格 に 近い 水準.

で 店 頭 表 示 価 格 を表 示 す るよ うに改 め るか,あ る.いは ワ ンプ ラ イ ス制(い.つ た

ん表 示 した 価 格 か らは 値 引 を 一 切 お こな わ な い方 式 。 後 に詳 述).を 導 入 しな い

か ぎ り,な お もそ う した 価 格 表 示 の乖 離 に よ る不 当表 示 問題 が 生 じるの で あ る。

加 え て,同 じ く 「(1)価格 表 示 の乖 離(不 当 性 と不 便 性)」.問 題 の 中 で,表 示

価 格 が 実 売 価 格 か ら乖 離 して い る た め に,顧 客 は実 際 の販 売 価 格 に関 す る情 報

を獲 得 す る.ヒで 不 便 を強 い られ る とい う問題 につ い て は,オ ー プ ン ・.プラ イ ス

制 は,よ り不 便性 を増 大 させ る こ と とな る。す なわ ち,メ ー カー炉 メー カ ー希 望

小 売 価 格 を表 示 しない た め に,顧 客 は 一般 の マ ス メ デ ィア を通 じて価 格 情 報 を

得 る こ とが 不 可 能 とな る。 店 舗 に 行 くか,デ ィー ラー の チ ラ シを入 手 す る,等

の行 動 を お こさ ない と情 報 が 得 られ な い 。 こ う した 不便 性 が 増 大 す る ので あ る。

な お,前 編 で 指 摘 した 第 二 「〔2)実売 価 格 の差(不 公 平 と不 公 正)」 か ら第 六

「㈲ 雇 客 ・デ ィー ラー 問交 渉 費 用 の 増 大 」 の 問 題 点(前 編 の構 成 参 照)に.つ い

て は,オ ー プ ン ・プ ライ ス制 はな ん の 解 決 も もた らさ な い こ とは言 うまで もな

い 。 そ もそ も,一 部 の家 電 製 品 等 で の オー プ ン ・プ ライ ス制 は,メ ー カ ーが 提

示 した メー カー希 望 小 売 価 格 の市 場 価 格 か らの 乖 離 が,発 売(新 製 品発 売 や 既

存 製 品 の モ デ ル チ ェ ンジ)当 初 か ら大 き く,か つ.長期 間 に わ た っ て そ の乖 離 が

継 続 す るか,大.半 の場 合 はそ の乖 離 が よ り拡 大 す る とい う事 態 が頻 繁 に生 じ,

メー カー 希 望小 売 価 格 の見 直 しを公 正 取 引 委 員 会 に 迫 られ た 時 に,メ ー カ ーが

そ う した 見 直 しを お こな わ ず,メ ー カ ー 希 望小 売 価 格 自.体の 表 示 を や め て し

ま っ たの が,そ の 由 来で あ る。 す なわ ち,メ ー カー 希 望小 売価 格 の市 場 価 格 か

ら の乖 離 を是 正 す るた め の受 け 身 的消 極 的 対 応 か ら生 ま れ た もの で あ り,問 題

の根 本 的 解 決 をめ ざ そ う と した もので は ない%

2)な お米国では.デ ィー ラーの顧客 に対す る詐欺行為(表 示価格を高 く設定 し,値 引幅 を大 きく

見せ る)を 防 ぐために.メ ーカーが,① 車両本体の メーカー希望小売価格 ② メーカーが装着 ノ
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ただ し,改 革 策 の 導 入可 能 性 とい う観 点 か らす る と オー ブ ン ・プ ライ ス制 の

導.入は,利 害 関係 者 に そ れ ほ ど強 い影 響 をあ た え る もの で は な く,メ ー カ ー の

政 策 的 決 断 にの みか か って い る面 が 大 き く,比 較 的 容 易 で あ る と言 え る 。.とは

い え,そ の 際 に最 大 の 問題 と して危 惧 され るの は,.メ ー カー 希望 小 売 価格 が表

示 され ない 場 合,各 デ ィー ラーが 独 自 に価 格 づ けを お こな い 得 る か,す な わ ち

メー カー か らの卸 売 価 格 に どれ だ けマ ー ジ ンを 上 乗 せ して,各 デ ィー ラー独 自

の小 売 価格 を 設定 し うるか,と い う点 で あ る。.と りわ け 日本 の デ ィー ラー は前

編 で 指 摘 した よ うに,多 くの場 合 は,メ ー カ ー希 望 小 売 価 格 ・.車両 本体 価 格3〕.

を提示 し,そ こか ら顧 客 との個 別 の 値 引 交 渉 で 実 売価 格 の 落 と し所 を さ ぐって

い く慣 習 に馴 染 んで お り,各 デ ィー ラー 独 自の 小 売価 格 を全 車種 全 仕 様 につ い

て 設定 す る作 業 に は 困難 が 伴 う恐 れ もあ りうる 。

総 じて オー プ ン ・プ ラ イ.ス制 は,そ の 導 入 は 容易 で あ る もの の,前 編 で 指 摘

した 問題 に対 して,き わ め て 限 定 的 な 領 域 に しか解 決 を もた ら さず,逆 に不 便

性 を拡 大 す る デ メ リ ッ トを もって い る 。従 って 値 引 問題 の解 決 策 と して相 応 し

い とは言 い難 い 。

2年 間販売 目標の過大設定の適正化 〔メーカー)

デ ィー ラー に対 す る.イン タ ビ ュー調 査 に お い て,「 値 引 問題 の 最 大 の原 因 は

何 か」 と尋 ね る之,「 メ ー カー が年 間 販 売 目標 を過 大 設 定 し,実 際 の 需 要 を 上

回 る車 両 を市 場 に過 剰 供 給 しよ う とす る圧 力 が 潜 在 的 に存 在 す る こ と」 とい う

答 えが 返 って くる こ とが 多 い 。

表1は,1972年 か ら94年 に 至 る23年 間 に お い て,年 初 に メー カー が作 成 した

年 間 目標 総 台 数 とそ の 実 績 を 生 産 ・輸 出 ・国 内販 売 の 各 分 野 で 比 較 した もので

＼する各アク.セサリ一類の単品価格 とその小計額,③ メーカーからディーラーまでの車両の輸送費,

④上記の一.③の合計額,等 を車両のサイドウィンドゥ上のスナッカマ・に表示することが,自 動車

情報開示法,1958年 制定〕によって義務づけられている。従って自動 中:販売においてはオープ

ン・プライス制は違法行為 となる。詳 しくは,自 動車公正取引協議会 『欧米主要国における自動

車の価格表示とその関連法規制の実態 第2回 海外調査団報告書11986年,参 照。

3〕 メーカー希望小売価格および車両本体価格の定義は,前 編参照.
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値引販売慣行 の改 革方向 〔1〕

表1年 間 目標 の達 成 度(1972-94年)

(371)5

目標 を達成 した年 数 達 成 しなか った年数 計

生 産 9 14 23

輸 出 12 11 23

国内販売 5 18 23

出所:U本 自動車蕊通研究会 「自動車販売 にお ける値引,価 格表示是正開題についての分析

と提言」1995年 ・。

あ る。 輸 出 にお い て は,23年 の 内,12年 で 目標 が 達 成 され て い るが,国 内販 売

で は5年 の み で あ る。 この5年 は1975,78,88,89,90年 で あ るが,い わ ゆ る

バ ブ ル経 済 期 の88-90年 を 除 く と,目 標 が 達 成 され た の はわ ず か2年 の み で あ

る。 この こ とは,常 に過 大 目標(そ れ は場 合 に よ っ て は潜 在 的 な供給 過剰 圧 力

とな る)が 存 在 して い た こ とを 窺 わ せ る 。 メー カ ー側 が,こ う した 過 大 目標 を

慎 む よ うな改 革 策 を と る と,市 場 価格 低 下を一 定 程 度 防 ぐこ とが 可 能 と考 え ら

れ る。

だ が,こ の改 革 策 の 導 入 に は 困 難 が 多 々 存 在 す る。 第 一 に,日 本 の 自動 車

メー カー は,40年 以 上 にわ た って 右 肩 上 が りの 成長 を経 験 して き た。.常にや や

高 め の 目標 を掲 げ,そ の 達 成 に向 けて 努 力 を傾 注す る経 営 ス タイ ルが と られ,

そ れ は 多 くの成 功 を導 い て きた 。 そ れ だ け に,こ う した ス タイ ル を改 め る の は

そ れ ほ ど容 易 で は な い。。 第 二 は,前 編 で 詳 細 に 検 討 した固 定 的卸 売価 格 制 が

生 み 出 す メー カー側 の供 給 過 剰 圧 力 メ カニ ズ ム で あ る 。 この メ カ ニ ズ ムが,目

標 設 定 の 過大 化 に拍 車 をか け て きた 。 だ が,こ の 固 定 的 卸売 価 格 制 の変 更 は,

後 述 す るが,本 稿 で検 討 して い る改 革 策 の 中で 最 も困 難 な 課 題 で あ る 。従 っ て

メー カ ー の年 間販 売 目標 の過 大設 定 を適 正 化 す る試 み は そ れ ほ ど容 易 で は な い

と言 え よ う。

4〕 こう した経営 スタ.イルを改めるための一つ の作業 は,市 場構造が根本的に変化 しつつある こと,

す なわち市場の一方的拡 大ではな く,一 定の飽和化 と循環変動型への転換,あ るいは保有 年数 長

期化 とい う構造的縮小要因,等 を充分 に考慮 に入れ て目標設定 プロセスを見直す ことであろ う。
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以 上,年 間販 売 目標 の 過 大 設 定 の適 正 化 につ い て検 討 して きた 。 最 後 に注 記

して お き たい こ と は,こ の 問題 す な わ ち メ ー カ ー の過 大 目標 設 定 とそ れ に よ

る潜 在 的 供 給 過 剰 圧 力 の 形 成 とい う問題 は,直 接 的 に は需 要 と供 給 に関 わ る市

場 価 格 低 下 問 題(「 値 下 が り」 問 題)で あ る こ とで あ る。 だ が,前 編 で 指 摘 し

た よ う.に,市 場 価 格 低 下 問 題 で あ らて も,値 引 販 売 問 題 に 関 わ り,か つ メー

カ ー ・デ ィー ラー 間 の 取 引様 式 に 関わ る領 域 につ い て は検 討 対象 とす る こ と と

して きた 。 こ こで 取 り上 げ た 問 題 は,そ う した 領 域 に合 致 す る 問 題 で あ る。

従 って,メ ー カー の過 大 目標 設 定 が,値 引 問 題 を生 み 出 す温 床 の 一つ とな っ て

い る とい う意 味 に お い て,そ う した温 床 を取 り除 くた め の方 策 と して,こ こで

検 討 した 改 革 方 向(目 標 設 定 の適 正 化)は 値 引 問題 の解 決 に貢献 す る こ とに な

る。

3ワ ンプライス制(デ ィーラー)

第 三 の 改 革 方 向 は,ワ ンプ ラ イ ス制 の 採 用 で あ る。 ワ ン プ ラ イ ス 制 と は,

デ ィー ラー が実 際 の市 場 動 向 を十 分 に吟 味 した上 で 突 発 価 格 を定 めて 提 示 し,

い った ん 決 め た価 格 につ い て は顧 客 と値 引交 渉 を一 切 お こなわ ない 方 式 で あ る.。

「ノー ネ ゴ」,「ノ ーハ ッス ル ・ノ一 八 グル」 方 式 と も呼 ば れ て い る。 正 確 な 数

値 は な い が,米 国 で は 約5～15%の デ ィー ラー で,日 本 で は お よ そ 数%の

デ ィー ラーで お こ なわ れ て い る方式 で あ る%

ワ ンプ ライ ス制 につ い て は,様 々 な誤 解,曲 解 が 存 在 す るの で,ま ず 最:初に

米 国で 実 際 に お こ な.われ て い る ワ ン プ ライ.ス制 につ い て 説 明.して お く。 誤 解 の

一 つ は
,「 メー カ ーが 全 国 一律 に小 売 価 格 を設 定 し,デ ィー ラー が そ の小 売 価

格 に従 う方 式 」 とい う.理解 で あ る。 ワ ンプ ラ イ ス制 とい って も,周 知 の よ うに

メ ー カ ー が 再 販 価 格 を 統 制 す る こ とは 独 禁 法 上 違 法 で あ り,あ く まで デ ィー

5)米 国 に お け る ワ ン プ ラ イ ス 制 め 動 向 に つ い て は,J.D.Power&Associates,``One・price

Selling=RevolutionintheShowroom,"五992/1四3,お よ び安 森 寿朗 「自動 車 イ ン ター ネ ッ ト販 売

戦 略」 日本 能 率協 会 マ ネ ジ メ ン トセ ン ター,]999年,参 照 。 日本 に お け る ワ ン プ ラ イ ス制 に関 す

る,公 表 さ れ た実 態 調 査 報 告 書 は存 在 しな い 。
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.ラー が 独 自 に小 売 価 格 を決 定 す るの は 当然 で あ る。 二 つ 目の 誤 解 は,「 小 売価

格 を 長期 間 に わ た っ て 固定 す る方 式 」 との 理 解 で あ る 。 ワ ンプ ラ イス制 にお い

て も,需 給動 向 に よ っ て ウ ンプ ラ イ ス価 格 は適 宜 調整 さ れ る。毎 月見 直 しが お

こな わ れ る場 合 もあ れ ば,週 ご と,時 に は毎 日小 売価 格 を 見 直 して い る デ ィー

ラー もあ る。 従 って ヴ ンプ ライ ス価 格 は長 期 間固 定 され て い るわ け で は な い。

必 要 に応 じて調 整 され て い る ので あ る 。 三 つ 日 の誤 りは,「 市 場 で 最 も低 い 価

格(ベ ス ト ・プ ラ イス)で 販 売 す る方 式 」 と の理 解 で あ る。 値 引 販 売 方 式 を と

る デ ィー ラー が, .ワ ンプ ラ イ.ス ・デ ィ.一ラー よ り も低 い価 格 を値 引 に よ って 出

す 場 合 も当然 あ り,ワ ン プ ライ ス ・デ ィー ラー の価 格 が 最 低 価 格 と は限 らな い 。

そ もそ も,ワ ンプ ラ イス制 を と るデ ィー ラー は,顧 客 に とっ て嫌 な値 引 交 渉 を

しな い とい う販 売 手 法 上 の 差 別 化 を 目指 して い る ので あ っ て,低 価 格 のみ を訴

求 して い るわ けで は ない 。 従 って ワ ン プ ラ イス価 格 は,デ ィス カ ウ ン ト ・プ ラ

イ ス と呼 ばれ る よ.りも,バ リュ ー ・プ ラ イ ス と呼 ば れ る場 合 の 方が 多 い。

こ う した ワ ン プ ラ イス制 の導 入 は,値 引 販 売 方 式 そ れ 自体 を廃 止 す る こ と を

意 味 す る。従 って それ は値 引 販 売 問 題 の 多 くを消 滅 さ せ る 。前 編 で指 摘 した 問

題 点 の 順.に述 べ る と,「 口)価格 表 示 の 乖離(不 当性 と不 便 性)」 に つ い て は,表

示 され た ワ ンプ ラ イス価 格 と実 売 価 格 が 乖 離 す る こ と.は基 本 的 に は あ り得 ず,

この乖 離 の不 当性 や 不 便性 は消 滅 す る。 「(2戻売価 格 の差(不 公 平 と不 公 正)」

につ い て も,ワ ンプ ラ イ ス制 で は,同 じ.日(も し く.はあ る一 定 の 期 間)に 同 一

デ ィー ラーで 同一 車 種 同 一 仕様 の車 両 を購 入 した 顧 客 間 に価 格 の 差 異 が 生 じる

可 能 性 は な くな る.「(3)極 端 な過 剰 値 引 事 例 流 布 に よ る市 場 価 格 水 準 の 引 き下

げ 」 も,個 別 セ ー ル スパ ニ シ ンに よ.る過 剰 値 引が 起 こる可 能 性 は基 本 的 には 存

.在 しな い た め,そ.う した 事 態 が 起 こ る確 率 は きわ め て 低 くな る。 「〔6顧客 ・

デ ィー ラー 間交 渉 費用 の増 大 」 も,顧 客 とセrル ス パ ー ソ ンの価 格 交 渉 が 存 在

し ない た め,そ う した個 別商 談 の時 間が 短 縮 され る こ とは 明 白で あ る%

6)た だ こ..顧客側 のコス ト 〔例 えば.商 品選択一 購買に費やされる総時 間数)に つい ては,必 ず

しも減少する とは断定 できない.例 えば顧客が購入 を思い立ち.最 初にデ ィーラーを訪れた時/.
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た だ し,「 凶 市 況 変 動 リス ク負 担 の 不公 平 性 」 と 「伺 リベ ー ト投 入 決 定 の 一

方性 と事 後 性 」 につ い て は,ワ ンプ ラ イス 制 を 導 入 した と して も問題 は ま った

く解 決 しな い。 この解 決 に は,次 項 で 述 べ る 卸売.〔仕 切)価 格 の交 渉 マ ター 化

等 が 必 要 とな って くる。

で は ワ ンプ ラ イ ス制 の 実 現 可 能性 は ど うか 。 こ れ まで の 日米 両 国 の経 験 を 考

慮.する と,相 当 の 困 難 が 予 想 さ れ る 。 そ の根 拠 を列 挙 しよ う。 ① ワ ン プ ラ イス

制 で はゆ 自 らの 価 格 交 渉 能 力 を発 揮 で きな い と考 え てい る顧 客 の 存 在,.② ワ ン

プ ラ イ ス制 で は 値 引 が な い た め,損 した よ う に感 じる顧 客 が な お も大 半 を.占め

る と判 断 して い る デ ィー ラー経 営 者,③ 値 引 方 式 の 方 が 商 談 上都 合 が 良 い と判.

断 して い る七 一 ル ス パ ー ソ ン(と くにベ テ ラ ン)お.よ び デ ィー ラー経 営 者,④

ワ ン プ ライ ス 制 は 際 限 の な い実 売 価 格 の 低 下 を招 く と予 測 す る デ ィー ラー経 営

者 等 。 この よ うに顧 客 と デ ィー ラー(セ ー ル.スパ ー ソ ン)の 双 方 に ワ ンプ ラ イ

ス制 を忌 避 す る考 えが 広 範 に存 在 して い る。 す な わ ち デ ィー ラ ー の多 くは,ワ

ンプ ライ ス制 の メ リ ッ トを認 め た 上 で も,そ の デ メ リ ッ トが な お も大 き く,そ

れへ の対 応 策 が 見 え ない で,.ワ ンプ ラ イス制 に踏 み 切 れ な いで い る と推 測で き

る。 と もあれ,ワ ン プ ラ イス 制 につ い て は,こ れ まで に様 々な議 論 と試 み が続

け られ て い るが,さ ら に試 行錯 誤 と詳 細 な検 討 が 必 要 で あ ろ う"。

＼点から最 終的に購入 を決定す るまでの 日数,訪 れたデ ィー ラーの数,仕 様 の説 明を聞い た車両の

種 類 ・数,等 においては,ワ ンプ ライ ス ・ディー ラーで の購入 と従 来の値 引販売 方式 のデ ィー.

ラーでの 購入 を比較す ると単純 には ワンプライス ・デ ィーラーで の購入者 の方が数値が低い とは

言 えない場合が ある。例 えば,値 引販 売方式デ ィー づ一で は嫌 なセールスパー ソンと交渉を しな

いと実売価格 を.人手す ることがで きなかったの と比 較すると,ワ ンプライス ・ディー ラーでは実

売価格が容 易に.入手で きる(チ ラシを見るか,店 舗 に行って価格表 をみ る}.た め,.逆 にその こと

が顧客が訪問す るデ ィー ラーの数が増 大する結果 を生 みだ した り,最 初のデ ィー ラー訪問か ら最

.終的 な購入決定 まで逆に期間が長 くな った りす ることもあ る。また値引販売方式デ.イー ラーで は,

値引提示が商談を クロー ジングさぜる重 要な武器 と して用い られ,例 えば 「今 日契約す ればこの

特別価格,、明 日以降は もうこの特別価格 は出 さない」 とい った'形で早 く成約へ と導いていた、 と

ころが ワンプライス ・デ ィーラーで は,そ う した緊迫感がないため,ず るずる と商品選択一 購 買

プロセ スが長引 くこと もあ りうる。」、D、Power&Associates,前 掲書 参照。

7>な お,イ ンターネ ッ ト販売が ワンプライス制を促進するか否かについては,補 講(次 号掲載)

におい7⊂述 べる。
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4卸 売価格の交渉マ ター化(メ ーカー ・ディーラー)

第 四 の改 革 方 向 は,メ ー ㍗一が デ ィー ラー に販 売 す る卸 売 価 格(業 界 で は仕

切 価 格 と呼 ば れ て い る)を 市 場 で の小 売 価 格 の変 動 に連 動 さ せ る こ と,そ の た

め に メ ー カ ー ・デ ィー ラー 間 の交 渉 に よ って卸 売 価 格 を決 め る よ うに 取 引様 式

を改 革 す る こ とで あ る。

まず 現 在 お こ なわ れ て い る固定 的卸 売 価 格 制 を簡 単 に説 明 しよ う(詳 し くは

前 編 参 照 〉。 図1に み られ る よ うに,発 売(モ デ ル チ ェ ン ジ〉.後に市 場 価 格 が

低 下 して も,メ ー カー か らデ ィー ラ ーへ の 卸 売 価 格 は 固定 され て い る た め,

デ ィー ラー が 受 け 取 るマ ー ジ ン(図1に 向 け る市 場 価 格 と固 定 的卸 売 価 格 の

差)は 縮 小 してい く。 デ ィー ラー は市 場 価 格 変 動 の リス ク を一 方 的 に と って い

る の で あ る.(こ.こ で は メ ー カ ー か らデ ィー ラー へ の リベ ー トは 捨 象 〉。 他 方,

.メ ー カー の 製 造 原 価 は 学 習 効 果 と規 模 の経 済 性 に よ り低 下 す る た め,メ.一

カ ー ・マ ー ジ ン(固 定 的卸 売 価 格 と製 造 原 価 の 差)は,デ ィー.ラー ・マ ー ジ ン

とは ま った く逆 に,期 間 が経 つ(累 計 生 産 量 が 大 き くな る)に つ れ て増 大 して

価格

図1.自 動車 の価格(1).

メー カー希 望小 売価格

市場価格

・・… ・一 ジ・工

固定 的卸 売 価格

.メー カー ・マ ー ジ ン

製造原価 工

期 間(累 計 生 産 量)発 売(
モ デ ル チ ェ ンジ)2年4年

注:あ くまで各価格水準の相対 的位置関係を示す概念 図で ある。
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い る。 こ う した取 引様 式 の ドで は,メ ー カー が デ ィー ラー に可 能 な 限 り多 くの

車 両 を押 し込 み た い とい う衝 動 が 生 じるの は当 然 で あ る。

こ う した 市場 変動 リス ク負 担 の不 公 平 性 の 緩和 を 図 るた め に は,固 定 的 卸 売

価 格 制 に代 わ って,図2に 示 す よ うな変 動 卸 売価 格制 が望 ま しい と考 え られ る。

変 動 卸 売 価 格 制 の基 本原 則 は,第 一 に,卸 売 価格 を市 場 の小 売 価 格 の変 動 に連

動 させ て,適 宜 変 更 す る.ことで.ある。 第 二 に,そ の た め に も卸 売 価 格 は.メー

カー が 一 方 的 に 決定 す る ので は な く,メ ー カー とデ ィー ラー の交 渉 に よ って 決

め る。 第=に,台 当 た り定 額 リベ ー ト以 外 の 各種 リベLト を可 能 な 限 り廃 止 し,

代 わ りにそ の分 を仕 切 価 格 の引 き ドげ の 原 資 に回 す 。 第 四 に,台 当 た り定 額 仕

入 リベ ー トの 額 も メー カー と デ ィー ラー の 交 渉 マ ター と す る。 第 五 に,ボ

リ ュー ム ・デ ィ スカ ウ ン トを導 入 し,大 規模 デ ィー ラー に対 す る仕 切 価 格 を引

き下 げ る。 第 六 に,こ う した変 動 卸 売 価 格 制 の ドで は,小 売 価 格 表 示 に関 して

は,値 引 販 売 方式 よ り も,ワ ンプ ラ イ ス方 式 が適 合 的 で あ り,そ の導 入 が 伴 う

べ きで あ ろ う。

図2自 動車 の価格 ②

価格

市場価格

デ ィ ー ラ ー ・マ ー ジ ン

変動卸売価格 工

メー カー希望小売価格

エンジーマーカーメ
価原造製

発 売(モ デ ル チ ェ ンジ}2年

注=図1と 同 じ。

4年
期間(累 計生産量)
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変動卸売価格制導 入のための具体的手法

こ こで 実 際 に 変 動 卸 売価 格 制 を お こ な う上 で 検 討 して お か な けれ ば な らな い

点 を挙.げ て お こ う。 第 一 に,図2で は,デ ィー ラー ・マ ー ジ ン とメ ー カー ・

マ ー ジ ンが 同 じ大 き さ とな?て い るが,そ れ は必 要 条 件 で は ない 。必 要 な こ と

は,市 場 価 格 の 動 向 と同 じよ うな動 きに な る よ うに変 動 卸 売 価 格 を設 定 す る こ

と,す なわ ち.ディー ラー ・マ ー ジ ン と メー カ ー ・マ ー ジ ンの 増 減 の 方 向 が 同 じ

向 きに な る よ うに卸 売 価 格 が 設 定 さ れ る こ とで あ る。 双 方 の マー ジ ンの 大 きさ

は異 な っ て 当然 で あ る。

第二 に,メ ー カー とデ ィー ラー の 交 渉 方 式 で あ るが,固 定 的卸 売 価 格 制 か ら

変 動 卸 売 餌 格 制 ぺ の 移 行 塗 上 に お い て は(あ る し.・は 移 行 後 に お い て も個 々 の

デ ィー ラー に 交 渉 力 が な い 場 合),個 々 の デ ィー ラ ー に 代 わ.って メー カ ー 別

(チ ャネ ル を 一 つ し か 持 た な い メ一 々 一 の 場 合)あ る い は チ ャ ネ ル 別(複 数

チ ャ ネ ルを持 つ メ ー カ ー の場 合)の デ ィー ラー協 会(も し くは チ ャネ ル別 の部

会 等)が そ の代 表 者 あ るい は代 理 者 と して 交 渉 の 席 に 就 く こ と も一つ の プ ラ ン

と して.考.えられ よ うB〕。.

第 三 に検 討 しな けれ ば な らない 問 題 は,メ ー カー とデ ィー ラー が,ど の よ う

な頻 度 で,ど の時 点 で 卸 売 価 格 の(見 直 し)交 渉 を お こな うか で あ る 。 まず 考

え られ るの は,年 初 の年 間販 売 目標 台 難 の 契 約 の 際 に,台 数 と と もに卸 売 価 格

を決 定 し,年 内 は そ の価 格 を維 持 し,次 年 の 契 約 時 に見 直 しを お こな う とい う

方 式 で あ る。 しか し現 在 の市 場 価 格 の変 動 の激 しさ(3～4ヵ 月 で 数%低 †す

る場 合 もあ る)を 考 慮 す る と,こ の程 度 の 見 直 し頻 度 で は,変 動 卸 売 価格 制 の

メ リ ッ トを活 用 しきれ な いで あ ろ う。 や は り,も っ と短 い 期 間 で の 見 直 しが必.

要 で あ る。 か つ,年 間販 売 目標 台 数 は あ くまで 目標 で あ って,デ ィー ラー が そ

の台 数 分 を引 き取 る法 的拘 束 力 は な い。 従 っ て,こ う した 法 的 拘 束 力 の な い 目

8〕 既に現在においても,メ ーカー別(あ るいはチ ャネル別)の ディーラー一協会(部 会等)と メー

カーとの間では,次 期モデルの仕切価格の水準や リベー ト額についてディーラー劉の要望をメー

カーに伝えるという形での懇談がおこなわれている。こうした懇談の場を協議ある.いは交渉へ と

格上げする方向も,そ の現実的可能性はともあれ,一 つの方策として考えられる。
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標 台 数 を ベ ー ス と して ボ リュー ム ・.ディス カ ウ ン トを交 渉 す る こ とに も無 理 が

生 じる。

そ こで 次 に考 え られ るの は,月 間 オー ダー を 出す 段 階 で,同 時 に卸 売 価 格 を

決 定 す る 方 式 で あ る。 現 在 の メー カー と デ ィー ラー 問 の オ ニ ダー ・エ ン ト

リL・ シ ス テ ムで は,前(N一.1)月 の上 旬 頃 にデ ィー ラー が 翌(N)月 の 月

間 オ ー ダ ー を出 し,各 車 種 の基 本 車 型 とエ ンジ ンタ イ プを 確 定 した形 で の発 注

台 数 が 決 め ら れ る。 こ の台 数 に対 して は,年 間 販 売 目標 台 数 とは 異 な っ て,

デ ィー ラー は法 的 な 引取 責 任 が 生 じる。 従 って この 時 点 で 同 時 に 卸売 価 格 を決:

定 す る こ とは理 に適 って い る。

で は,月 間 オrダ 一 時.に卸 売 価 格 を 確 定 せ ず に,さ ら に 旬 間(週 間).オ ー

ダー 時 まで 延 期 す る方 式 は ど うか 。 旬 間(週 間).オ ー ダー とは,毎 月3(4)

度,デ ィー ラーが メ ー カ ー に対 して 各 車種 の フル ス ペ ック(細 部 の仕 様 も含 め

た もの)を 確 定 した 形 で 入 れ る オー ダー で あ る 。 しか し,現 在 の市 場 価 格 の変

動 の動 向か らす る と,月3(4)回 の価 格 交 渉 は そ の メ リ ッ トよ りも,交 渉 コ

ス ト増 大 の デ メ リ ッ トの 方 が 大 きい と思 わ れ る 。

ま してや さ ら に遅 い 時 期,す な わ ち デ ィー ラ ーが メ ー カー に対 して デ イ リー

変 更 オ ー ダー を出 す 時 点 で 卸 売価 格 交 渉 を お.こな う の は さ ら に面 倒 で あ り,そ

れ は論 外 で あ ろ う。

変動卸売価格制に対する批判の検討(1)リ ベート補填方式との相違

変動卸売価格制に対 して様々な批判が予想される。こう.した批判点について

.も検討 しておこう。第一 に予碧される批判は,「た とえ変動卸売価格制に移行

しても,一 方的リベ」 トによる補填方式と結果しては,そ れほど変わ らないの

ではないか。すなわち変動卸売価格制で交渉の結果,台 当主り10万円の卸売価

格の引き下げがなされたとしても,固 定的卸売価格制で もほぼそれとあまり変

わらない額のリベー トが出たのではないか。緯済的にみると卸売価格の引き下

げもりベ」 ト支給もディーラーにとっては効果は同じではないか。変動卸売価
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格 制 に移 行 す る 積極 的意 味が な い ので は ない か 」 とい う考 え で あ る。 この議 論

は一 見 リア リテ ィが あ る よ うに見 え るが,実 は,事 実 認 識 に見 逃 せ な い誤 りが

あ る。 まず 額 の 相 違 の 問題 で あ る。 双 方 の 交 渉 で 決 め るめ と,一 方 的 に決 め る

の で は 額 に 相 違 が 出 て くる の は 当然 で あ る。 賃 金 を決 め るの に,経 営 者 と労 働

組 合 が 交 渉 で 決 め る の と,経 営 者 側 も し くは労 働 組 合 側 が 一 方 的 に決 め る ので

は,差 が 生 ま れ る の が 当 然 で あ る 事 と 同 様 で あ る 。 た しか に,自 動 車 メー

カー ・デ ィー ラー の 双方 を取 り巻 く経 済 環 境 や 両 者 の 力 関係 に よ って相 当強 く.

規 定 さ れ,意 外 とそ の差 は小 さ くな るか も しれ ない が,あ くまで 同 じで な く,.

大 半 の 場.合,結 果 は相 違 す るで あ ろ う9〕。

次 に,額 に相 違 が 出 る こ と を認 め た と して も,「 そ の差 が小 さ い,.無 視 し う

る」 とい う考 え は,現 実 の デ ィー ラ ー.経営 が 売 上 高経 常 利 益 率1%前 後 で お こ

な わ れ て い る実情 を ど う把 握 して い る のだ ろ うか 。 た とえ売 上高 の1%程 度 で

あ って も,そ れ は現 実 の デ ィー ラ ー経 営(収 益)に と って は相 当大 きな比 重 を

占 め て い る ので あ る。 「無 視 し うる 」 とい う考 え は,現 実 感 覚 に 欠 け る もの の

言 い 方 で あ る。

さ らに,「 経 済 的 にみ る と卸売 価 格 の引 き下 げ も リベ ー ト支 給 も効 果 は 同 じ」

とい う考 え 方 も実践 的 に は大 雑 把 す ぎ て,ほ とん ど意 味 が な い。 例 え ば,自 動

.車 メー カー に と って は,変 動 卸 売 価 格 制 によ って 卸 売価 格 を 引 き下 げ る こ とは,

売 上 高 が 減 少 す る こ とを意 味 す るが,固 定 的 卸 売価 格 制 を維 持 した上 で リベ ー

トを 支 給 す る こ とは,売 上 高 を膨 ら ませ た 上 で,.費 用 を 多 く支 出す る こ と.を意

味 す る。 当 然,売 上 高,売 上 高 営 業 利 益 率 等 の 重 要 な経 営 指 標 は異 な って くる。

そ う した細 部 の違 い を 「効 果 は 同 じだ か ら,積 極 的 意 味 は な い」 と切 り捨 て る

こ とは 誤 りで あ ろ う。

9)関 連する問題 として,例 えば,多 事業部制(と くに事業部 ごとに独立採算制を入れている場

創 を採っている企業において,事 業部間取引の社内価格の決定方式は重要である。その価格の

決定権を,〔1}供給側の事業部,〔2〕需要側の事業部,(3朕 給 ・需要双方の事業部間の交渉,(4[つ

の事業部とは異なる組織,例 えば水仕スタッフ部門,等 のどこに持たせるのか.は 無視できない

問題である。そうした決定権をどこ.に持たせるのが効率的か,そ の企業をとりまく様々な環境に

よって総合的に判断 しなければならないことは当然である。
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こ こ ま で に述 べ た の は,前 編 で 「市 況 変 動 リス ク負 担 の 不 公 平 性 」 お よ び

「リベ ー ト投 入 決 定 の 一方 性 」 と して指 摘 した 問 題 に 関 わ る点 で あ り,も ち ろ

ん 軽 視 す る こ とは で きな い。 しか し,固 定 的 卸 売 価格 制 と変動 卸 売 価 格 制 の二

つ の 問で よ.り大 きな相 違 が 生 じる の は,前 編 で 指 摘 し.たよ うに,「 リベ ー ト投

入 決 定 の 事 後 性」 か ら生 じる 問題 で あ る。 す なわ ち,自 動 車業 界 で は,リ ベ ー

ト.は登 録 ベ ー.スで 支給 され る た め,あ る期 間 が 終 了 した後 に事 後 的 に リベ ー ト

額 が 確 定 す る 。 そ の た め リベ ー ト.を算 入 した 意 味 で の仕 入 単価 も事 後 的 に しか

確 定 しな い 。 さ らに 台 当 リベ ー ト額 に累 進 性 を持 た せ た 目標 台 数達 成 リベ ー ト

や 市 場 占 拠 率 拡大 リベ ー トは そ う した 事 後 性 を よ り複 雑 化 させ て い る。 そ の結.

果,① デ ィー ラー が収 益 計 画 を立 て る上 で 困 難性 を もた らす。 ② 厳 密 な意 味 で

仕 入 単 価 が 確 定 しな い ま ま,顧 客 に販 売 して い るた め,ど こま で値 引す る と仕

入 原 価 割 れ か,利 益 が どれ だ け残 る のか が わ か ら ない まま,や み く もに値 引 幅

を広 げ,過 剰 値 引 を 生 み だ して い る。 ③ 仕 入 単 価 が事 前 に確 定 しな い た め,ぎ

りぎ りの デ ィー ラー ・マ ー ジ ンを のせ た 形 で の ワ ン プ ラ イス の設 定 が 困難 で あ

り,値 引 販 売 方 式 か ら脱 却 す る こ とが 難 しい 。④ デ ィー ラーが 顧 客 へ の.販売 に

お け るマ ー ジ ンを 重視,.確 保 す る こ.とに よ って 収益 を 高 め よ う とす る マ』一 ジ ン

指 向 の 妨 げ とな る 。⑤ マ ー ジ ン確 保 よ りも逆 に,値 引 販売 で台 数 を増 や し,リ

ベ ー トを 確 保 す る こ とに よ っ て値 引 を穴 埋 め し,リ ベ ー トに よ って収 益 も高 め

う る と考 え る リベ ー ト依 存 指 向 を醸 成 す る,等 の 問題 が 噴 出す る。 しか し,変

動 卸 売 価 格 制 を採 り,定 額 仕 入 リベ ー ト以 外 の リベ ー トを廃 止 す る な らば,こ

う した リベ ー トの事 後 性 か ら生 じる様 々 な問 題 点 の 大 半 は姿 を消 す で あ ろ う。

変動卸売価格制に対する批判の検討②一 専売制あ下で可能か

第二に予想される批判は,「専売制の下で変動卸売価格制は果たして可能か。

専売制では,デ ィーラーは取扱商品の制約を受けておφ,代 替商品を持たない

中で果たして価格交渉力をもちうるのかσたとえ変動卸売価格制を採用 したと

してもデ.イー.ラーに価格交渉力がなければメーカーの思いのままの卸売価格で,
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つ ま り実 態 的 には 固 定 的卸 売 価 格 制 とほ とん ど同 じで は な い か 」 等 々 とい う批.

判 で あ る。

こ う した批 判 に対 して,以 下 の反 論 が 成 り立 つ 。 第 一 に,専 売 制 が お こな わ

れ て お り,売 り手 と買 い 手 め 問 の取 引 商 品 に代 替 性 が ない 場 合 に お い て も,一

方 の 側 の価 格 交 渉 力 を一 概 に 否 定 す る の は 誤 りで あ る。 例 え ば,自 動 車.メー

カー とそ の 自動 車 メー カ ー に納 入 して い る部 品 メ ー カ ー の関 係 を考 え る場 合,

た と え部 品 メ ー カ ーが 販 売 先 を100%す べ て そ の 自動 車 メー カ ー1社 に 依存 し 「

て い る場 合(か つ 部 品 メー カー 側 は他 の 販 売 先 を 見 つ け る こ とが 不 可 能 な 場

合)に お い て も,価 格 交 渉 は お こ なわ れ て い る し,様 々 な条 件 に よ っ て双 方 の

交 渉 力 の 程 度 は変 化 して くる。 部 品 メー カー側 に交 渉力 は ま っ た くない と一 概

に否 定 す る の は誤 りで あ る。 他 に も所 有 面 か らみ て,親 会 社 と100%所 有 子 会

社 の 取 引 の ケー スを考 え て も,親 会 社 側 が 圧倒 的 に強 い 交渉 力 を持 ってい る と

して も,現 実 には 子 会社 側 もな ん らか の交 渉 力 を行 使 す る こ とは可 能 で あ る。

従 っ て,そ の 交 渉 力 は そ れ ほ ど大 きい もので は ない と推 測 で き るが,こ の よ う

な場 合 に も価 格 を交 渉 で 決 め,か つ 一 定 期 間 ご と に見 直 し をお こ な う とい う

ル ー ル を採 用 す る こ とは 可 能 で あ る 。従 っ て専 売 制 を選 択.して い る 自動 車.メー

カ ー ・デ ィー ラー 間 にお い て も,こ う した意 味 に おい て卸 売価 格 を交 渉 に よ っ

て決 め る変 動 卸 売 価 格 制 の 採用 の可 能性 を一 概 に否 定 で き ない 。

第二 に,現 在 に おい て も デ ィー ラー は メ ー カ ー に対 して 仕 切価 格 引 き下 げ を

要 求 して お り,実 際 に も 自動 車 メー カー とデ ィー ラー協 会(部 会)間 の 話 し合

い に お い て,そ う した 仕 切 価 格 の 引 き下 げや リベ ー ト支 給 の改 善 等 を要 望 とい

う形 で メ ー カ ー に伝 え,そ れ を メー カー側 が受 け入 れ て検 討 す る とい う形 の 要

望伝 達経 路が 存 在 す る。 こ う した 現 在 の 要望 伝 達 の形 式 を徐 々 に交 渉 的 要 素 の

高 い 形 式 へ と変 更 し,そ れ を制 度 化 して い く努力 の 中 で変 動 卸 売 価 格 制 を導 入

して い くの も,..一つ の方 向性 と して 想 定 はで き よ う。
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固定的卸売価格制 が崩壊 している事例

こ こで 固定 的卸 売 価 格 制 が 実 質 的 に崩 壊 してい る ケ ー ス を紹 介 して お こ う。

.それ は 欧 米 に お け る 自動 車 メ ー カ ー か ら大規 模 レ ン タ カー 会社 へ の 車 両 販 売1。)

で あ る。 こ こで は 自動 車 メー カー は デ ィー ラー を通 さず に,実 質 的 に直接 に レ

ン タカ ー会 社 へ 車 両 販 売 をお こな って い る。 とは い え 自動 車 メ ー カー とデ ィー

ラー との 間 の デ ィー ラー.・ア グ リ ー メ ン ト(販 売 基 本 契 約 書)で 自動 車.メー

カ ーか ら顧 客 へ の 直接 販 売 が制 限 さ れ て い る 場 合 もあ るた め1。,こ う した 自動

車 メ ー カ ーか ら大 規 模 レ ン タ カー会 社 へ の直 接 販 売 に おい て も,商 取 引 の書 類

手 続 き上 は デ ィー ラ ー を 通 す こ とが 多 い。 しか し大 抵 の場 合,デ ィー ラー は

マ ー ジ ンを ま った く得 られ な い 。 デ ィー ラー は書 類 手 続 きの 中 で レ ン タ カー会

社 の営 業 所 と ア フ ター サ ー ビ ス契 約 を結 び,レ ン タカ ー と して用 い られ る車 両

に 関わ る ア フ ター サ ー ビス.事業 か ら収 益 を得 る こ とと な る。.

こ こで 注 目す べ きは,メ ー カー と大規 模 レ ンタ.力二 会 社 との 車 両価 格 交 渉 の

実 態 で あ る。 メー 方一 と大 規模 レ ン タカ ー会 社 の交 渉 は,固 定 的卸 売 価 格 制 を

とbて い な い。 そ れ は,① 市 場(各 自動 車 メー カ.一と レ ン タ カ ー業 界 間 の取

引)で の価 格 動 向,お よび② 全 国規 模 も し くは全 欧 規模 で の購 入 ボ リ ュー ム,

等 に基 づ く価 格 交 渉 で あ る。交 渉 の結 果 決 ま る価 格水 準 は,前 掲 図1で の市 場

価 格 に到 底 到 達 し ない の は 当然 で あ るが,メ ー カ ーか らデ ィニ ラ.一へ の通 常 の

固定 的卸 売 価 格 を大 き く下 回 って い る。 さ ら に,メ ー カー と.ディー ラ「 間 に採

用 され た と仮 定 して描 い た 変動 卸 売 価 格(前 掲 図2)に も届 か な い。 そ の価 格

水 準 は,製 造 原 価 に数%上 乗 せ した程 度,時 に は 製 造 原 価 と 同 じか,場 合 に

よ っ て は下 回 って い る1%

10)こ こでは,こ の車両販売を卸売と考えることとする。

ll}日 本の標準的な販売基本契約書では,メ ーカーが直接販売できるのは,① 官公庁等およびそれ

らに準ずるもの,② メ三芳ーの従業員,等 に限られている。欧米でも国やメーカーによる相違は

あるが,同 様の条項を持つ場合がある。

真2)米 国でのプログラム ・カーや英国のカンパニー ・カーの場合には,そ うして販売し鳶車両を数
カ月 〔プログラム ・カー).3年 前後(カ ンパニー.・カー)の 後1㍉ メーカーが売った時の価格

とそれほど大きな差がない価格で買い戻す(バ イ・バック)こ とがおこなわれている。プログラ

ム ・カーについては前編参照,カ ンパニー ・カーは次め注13)参照。
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こ う した 自動 車 メー カー ・レ ン タカ ー会 社 間 の 取 引 に お い て は,固 定 的卸 売

価 格 制 は完 全 に崩壊 して い る。 こ こで は よ りス ポ ッ ト市 場 取 引 に 近 づ い た 形で

の取 引 が お こ なわ れ て い る。 自動 車 メー カ ー は,.一 方 で は,こ う した 価格 交 渉

方 式(実 質 的 に は変 動 卸 売 価 格 制)を 迫 られ,米 国や 英 国B}で は そ う した価 格

交 渉 方 式 に よ る取 引 が全 販 売 台 数 の20-40%を も占め て い る。 だ が 他 方 で は,

それ とは異 な る流 通 経 路 で あ るデ ィー ラー との取 引 に おい て は,な お も固 定 的

卸 売 価 格 制 を 固持 して い るの で あ る。 こ こに は何 らか の無 理 が 存 在 して い る と

考 え られ,そ れ は また フ ラ ンチ ャ イズ ・シス テ ム の制 度 疲 労 を示 唆 して い るL%

以 上,他 の項 目 に比 して 多 くの 紙 幅 を 費 や して変 動 卸 売 価 格 制 の検 討 をお こ

な った 。 最後 に,そ の効 果 を挙 げ て お こ う`。総 じて,変 動 卸 売 価 格 制 を採 る こ

とに よ って,メ ー カー とデ ィー ラー 間 の市 況変 動 リ.スク負 担 の不 公 平 性 が あ る

程 度緩 和 さ れ る こ とは確 実 で あ る。 また リベ ー ト支 給 の 一方 性 と事 後 性 か ら生

じて い た様 々 な 問題 点 の大 半 も解 消 す る こ とで あ ろ う。 こ う した 改 善 に加 えて

.さ ら には,メ ー カー側 か ら の供 給 圧 力 が 減 少 す る こ とに よ って,価 格 引 き'ドげ

圧 力 も緩 和 さ れ,値 引 問題 改 善 のた め の 土 壌 が 形成 さ れ るで あ ろ う。 す なわ ち,

メ.一カー 側 で は,市 場 の変 動(何 を,ど れ だ け,い つ,い くらで 〉 を よ り敏 速

に,よ りフ レキ シ ブル に受 け入 れ る こ と を通 じて,市 場 で必 要 とす る もの を,

必 要 とす る数 だ け,.必 要 とす る時 に,適 当 な価 格 で供 給 す るよ うな方 向へ の生

産 管 理 シ ス テ ム の 改 善 が 求 め られ るで あ ろ.う。 そ れ は か ん ば ん 方 式 理 念 の

デ ィ ー ラー と メー カー 問べ の適 用 の拡 大 を意 味 す る。 一 方 デ ィー ラー側 に おい

13)英 国では レンタカー会社 に対す る販売 に加 えて、 カンパニー ・カ.一に対する販売において も,

こうした メーカーの直接販売が おこなわれてい る。 カンパニー ・カー とは,民 間企業や各種法 人

が幹部従 業貝に対 してフ リンジ ・ベ ネフィ ットの.部 として乗用 車を現物供与 する制度であ り,

そのために民間企業や 各種法 人は,自 動車 メー カー と直接 交渉をお こない,一 括 で大量 に乗用 車

を購.人す る。英 国では,こ う したカ ンパニー ・カー販売は,レ ンタカ「会社等 大]顧 客への メー

カー直販 とともにダ イレク トセール呼ばれ,総 販売台数の約40%を 占めている。こ うしたダイ レ

ク トセールに対 して..全 国フランチ ャイズ ・デ ィー ラー協 会等は,デ ィーラーの販売機会 を奪 う

もの としてその廃止 を強 く要 求して いる。

14}英 国 で ダ イレク トセー ルに よって メー カーか ら大 口顧客 に販売 され る価 格 とメー カーか ら

デ ィー ラーに卸売されている価格 を比べ ると最 大25%程 度の差があ ると言われている。
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て は,仕 入 原 価 の明確 化 を通 じて,リ ベ ー ト指 向 か らマ ー ジ ン指 向 へ と転換 す

る こ とにつ なが るで あ ろ う。 そ して,そ う した一 連 の 変 化.にζ って は,改 革 の

第三 の方 向 と して 検討 した ワ ンプ ライ ス制 が 適 合 的 で あ ろ う。

だ が 最 後 に さ ら に付 け加 え て おか な けれ ば な ら ない の は,そ の 実 現 可 能性 で

あ る。 端 的 に言 う と,変 動 卸 売 価 格 制 の 導 入 は容 易 で は な い 。 現 時 点 で は メ ー

カ ー側 は,こ の.ような改 革 に踏 み 切 る動 き.をほ とん ど見 せ て い な い 。何 故 な ら

メ ー カー は,推 測す るに,現 行 の固 定 的 卸 売 価 格 制 」リベ ー トに よ る補 填 方 式

に対 して,そ れ は 問題 が あ る ものの,変 動 卸 売価 格 制 に改 革 しな け れ ば な ら な

い ほ ど問題 は大 き くな い,す なわ ち メー カー の収 益 確 保 は 可能 で あ る し,現 行

の フ ラ ンチ ャイ ズ ・シス テ ム も部 分 的 な 修 正 で存 続 可 能で あ る と判 断 してい る

か らで あ ろ う'9。 だが こ う した メー カー の判 断 は,十 全 な 検 討 をお こな った 上

で 出 され た ものだ ろ うか 。 疑 問 に思 わ ざ る を得 な い。 現 在 の 自動 車 フ ラ ンチ ャ

イ ズ ・シ ステ ムの 抱 え る問 題 点 を,一 方 で は よ り具 体 的 に よ り微 細 に,他 方 で

は よ り総 合 的,長 期 的,戦 略 的 に検 討 す る こ とが 求 め られ てい るの で は な い だ

ろ うか 。

5メ ー カ ー希 望小 売価 格 の 市況 への 連 動(メ ー カー)

第 五 の 改 革 方 向 は,メ ー カ ー 希 望 小 売 価 格 も市 場 価 格 の 変 動 に対 応 し て,前

掲 図2に 示 し た よ う に 一 定 期 間Lωの 後 に そ の 見 直 し を お こ な う こ とで あ る 。 こ

の 方 式 は,第 一 の 改 革 方 向 の オ ー プ ン ・プ ラ イ ス 制 よ り も顧 客 に と つ[亡 は 好 都

合 で あ る 。 な ぜ な ら,顧 客 は マ ス メ デ ィ ア で メ.一 カ ー 希 望 小 売 価 格 を 知 る こ と

が 可 能 と な る ば か りて な く,か つ そ の価 格}ま 市 況 に 応 じ て 適 宜 の 見 直 しが 行 わ

れ て い る の で,よ り 市 場 価 格 に 近 い 水 準 に 設 定 さ れ て お り,価 格 表 示 の 乖 離

1G)他 ノ∫デ ィーラー側で も,現 在の フランチ ャイズ ・システムの あ り方 に不満 を持ちつつ も,こ う

した改 革がどのような変化 をもた らすのか,は か りかね てお り.積 極的 にこのような変化を進め

よう とする動 きは小 さ.い。デ ィー ラー側の反応で 一つ明らか なのは,ボ リューム ・デ.イス カウン

トの尊人 に対 して,小 規模デ ィー ラーが反対 に回ることで あろう。

16)例 えば,① 発売(モ デルチ ェンジ)の 後,一 年 ごとに見直 しをおこなう。② 最初は一年後,そ

の後 は少 しつつ期間 を短締 しなが ら見直す,な どの様 々な見直 し方法が考え られ る。



値引販売 慣行の改革方向〔1)(385}19

(不 当性 と不 便 性)を 小 さ く し,価 格 情 報 と して の仙i値を高 く してい る。

この 実 現 可 能性 は ど うか 。 固 定 的 卸 売 価 格 制 を 固 持 した ま ま メー カー希 望 小

売 価 格 を市 況 に連 動 させ る と,メ ー カ ー希 望 小 売 価 格 が 卸 売価 格 を 下 回 る事 態

も生 じる等,固 定 的卸 売 価 格 制 の問 題 点 が よ り激 し く噴 出 す る こ とは 明 白 で あ

る。 従 って,変 動 卸売 価 格 制 の導 入 が この改 革 の た め の 前 提 的 条 件 とな るで あ.

ろ うが,そ れ は前 述 した よ うに容 易 で は ない 。 しか も,メ ー カー 希 望小 売価 格

を市 況 へ 連 動 させ て,適 宜 変更 す る こ と 自体 畜,そ の タイ ミ ングの 問 題 等 で 難

しい 要素 が 多 々存 在 し,困 難性 は増 幅す る。 自動 車 業 界 で は これ まで ほ とん ど

お こなわ れ て こ なか った 方 式 で あ り,様 々 な試 行 錯 誤 が 必 要 で あ ろ う。


